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調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 ○調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

平成９年４月４日条例第13号 平成９年４月４日条例第13号

別表第１（第２条関係） 

 １から８まで 略 

別表第１（第２条関係） 

 １から８まで 略 

 番号 区域   番号 区域  

 ９ 令和８年調布市告示第77号に定める調布都市計画富士見町３丁目地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域（以下次

表において「富士見町３丁目地区整備計画区域」という。） 

  ９ 平成23年調布市告示第116号に定める調布都市計画富士見町３丁目地区

地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域（以下次表にお

いて「富士見町３丁目地区整備計画区域」という。） 

 

 10から14まで 略 

別表第２（第３条―第11条関係） 

 １から８まで 略 

 10から14まで略 

別表第２（第３条―第11条関係） 

 １から８まで 略 

９ 富士見町３丁目地区整備計画区域 ９ 富士見町３丁目地区整備計画区域 

 ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ 
  

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ  

 計画地

区の区

分 

建築物

の用途

の制限 

建築物

の容積

率の最

高限度 

建築物

の建蔽

率の最

高限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

壁面の位置の制限 建築物の高さの

最高限度 

建築物

の高さ

の最低

限度 

建築物

の形態

又は意

匠の制

限 

垣又

は柵

の構

造の

制限 

  計画地

区の区

分 

建築物

の用途

の制限 

建築物

の容積

率の最

高限度 

建築物

の建蔽

率の最

高限度 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

壁面の位置の制限 建築物の

高さの最

高限度 

建築物

の高さ

の最低

限度 

建築物

の形態

又は意

匠の制

限 

垣又は

柵の構

造の制

限 

 

 住宅地

区A 

―― ―― 10分の

５ 

5，000

平方メ

ートル 

建築物の外壁又は

これに代わる柱等

の位置 

―― ―― ―― ――   住宅地

区 

―― ―― 10分の

５ 

5，000平方メ

ートル 

建築物の外壁又は

これに代わる柱等

の位置 

―― ―― ―― ――  

     １ 富士見町３丁

目地区地区計画

計画図３（以下

「富士見町計画

図３」とい

う。）に表示す

る１号壁面は、

道路境界線から

          １ 富士見町３丁

目地区地区計画

計画図２（以下

「富士見町計画

図２」とい

う。）に表示す

る１号壁面は、

道路境界線から

     

補足資料２ 
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改正後 改正前 

２メートル以上 ２メートル以上 

     ２ 富士見町計画

図３に表示する

２号壁面は、道

路境界線から

3.5メートル以

上 

     

 

 

 

 

     ２ 富士見町計画

図２に表示する

２号壁面は、道

路境界線から

3.5メートル以

上 

     

 住宅地

区B 

―― ―― ―― ―― 建築物の外壁又は

これに代わる柱等

の位置 

１ 富士見町計画

図３に表示する

３号壁面は、道

路境界線から２

メートル以上 

２ 富士見町計画

図３に表示する

４号壁面は、道

路境界線から２

メートル以上 

―― ―― ―― ――             
 

 文教・

研究施

設地区 

―― ―― ―― ―― 建築物の外壁又は

これに代わる柱等

の位置 

１ 富士見町計画

図３に表示する

５号壁面は、道

路境界線から２

メートル以上 

２ 富士見町計画

図３に表示する

６号壁面は、隣

地境界線から４

メートル以上 

３ 富士見町計画

図３に表示する

７号壁面は、道

１ 建築物の高

さは、次に掲げ

る区域の区分に

応じ、それぞれ

に定める高さ以

下とする。 

(1)  富士見

町３丁目地区地

区計画計画図４

（以下「富士見

町計画図４」と

いう。）に表示

する区域Ａ 10

メートル 

(2) 富士見町

計画図４に表示

―― ―― ―― 
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改正後 改正前 
路境界線から２

メートル以上 

４ 富士見町計画

図３に表示する

８号壁面は、道

路境界線から

3.5メートル以

上 

する区域Ｂ 

37.5メートル 

２ 上記１に規

定するもののほ

か、建築物の各

部分の高さ（地

盤面からの高さ

による。）は、

当該部分から前

面道路の反対側

の境界線又は隣

地境界線までの

真北方向の水平

距離が８メート

ル以内の範囲に

あっては当該水

平距離の1.25倍

に５メートルを

加えたもの以下

とし、当該部分

から前面道路の

反対側の境界線

又は隣地境界線

までの真北方向

の水平距離が８

メートルを超え

る範囲にあって

は当該水平距離

から８メートル

を減じたものの

0.6倍に15メー

トルを加えたも

の以下とする。 

 10から14まで 略  10から14まで 略 

   附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


